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第18回

◎はじめに

労働安全衛生法の改正法案が衆議院において
2025年5月8日に可決・成立，5月14日に公布
された。なかでも大きな目玉になっているのが，
従 業 員50人 未 満 の 事 業 場 に お け る ス ト レ ス
チェックの義務化である（表１）。

◎背景

わが国では「能力主義」や「成果主義」の導入
により労働が高密度化するとともに，雇用形態が
多様化し，人間関係の希薄化や職場のコミュニ
ケーションの低下がもたらされ，働く人のストレ
スは増加している１）。精神障害等による労災支給
決定件数は近年上昇傾向を示し，令和６（2024）
年は1,055件と過去最多となった２）（図１）。この
ような観点から働く人のメンタルヘルス対策が必
要となっている。

◎今回の法改正

こうした背景を踏まえ，国は労働者のメンタル
ヘルス不調を未然に防ぐことを目的として，
2015年12月から「常時使用する労働者が50人以
上」の事業場にストレスチェックの実施を義務づ
けたが，それ未満の小規模事業場については「努

力義務」となっていた。しかし，今回の法改正に
より従業員数50人未満の事業場においても，ス
トレスチェックの実施が義務となった３）。

◎‌ �メンタルヘルス対策に取り組む医療機関
のメリット

人手不足が叫ばれている今日，小規模な歯科医
療機関にとって，ともに働く従業員は貴重な存在
である。職場におけるメンタルヘルス不調をもた
らすストレス要因そのものへの対策や個人のスト
レス対処能力をあげていくことが，業務遂行に
様々な支障をきたす従業員の休職や退職を予防す
ることにつながる４）。それらが日々の円滑な診療
に貢献することは言うまでもなく明らかであろ
う。

◎ストレスチェック制度のねらい

「ストレスチェック制度」 とは， ストレスに関
する質問票 （選択回答）に労働者が記入，それを
集計・分析することで，自分のストレスがどのよ
うな状態にあるのかを調べる簡単な検査である。
労働者側が自分のストレスの状態を知ることで，
ストレスをためすぎないようにセルフケアのきっ
かけにしたり，事業者側が仕事の軽減などの措置
を実施し，職場環境の改善につなげたりすること

歯科医療機関におけるメンタルヘルス‌
対策のアップデート
～ストレスチェック義務化を契機
　にした働きがいのある職場づくり～
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で「うつ」などのメンタルヘルス
不調を未然に防止する「一次予防」
がねらいである（図２）。誤解さ
れることが多いが，決して「うつ」
を早期発見することが目的ではな
い。なお，ストレスチェックの結
果は情報管理を厳格に行うため
に，受検者個人に直接返すことと
されており，原則的に事業者には
届かない特徴がある5）。

◎ ‌なぜ50人未満の事業場が
義務化か？
ストレスチェックの実施によ

り，自身のストレスの状況への気
づきを得る機会は，すべての労働
者に与えられることが望ましく，
個々の労働者のストレスを低減させること，職場
におけるストレスの要因そのものを低減させるこ
となど，労働者のメンタルヘルスの不調を未然に
防止することの重要性は事業場の規模に関わらな
い。また，ストレスチェック制度創設当時，懸念
事項であった労働者のプライバシー保護について
は，現時点において，外部機関の活用等により，
対応可能な環境が一定程度整備されていると考え
られている。国が十分な支援体制の整備を図った
上で，ストレスチェックの実施義務対象者を50
人未満のすべての事業場に拡大することが適当で
あると判断されたためである6）。

◎義務化はいつごろ？

2025年5月14日に公布された改正労働安全衛

生法により，公布後「３年以内」に政令で定める
日から施行される予定であり，最長で2028年5
月までに義務化される見込みである。ただし，政
令によって施行日が早まる可能性もあるため，最
新の情報を注視する必要がある。

また，事業主側にストレスチェック制度への理
解を深めてもらい，体制づくりや外部委託の検討
といった準備を，段階的かつ計画的に進められる
ようにする目的で，法には「50人未満の事業場
の負担等に配慮し，施行までの十分な準備期間を
確保する」といった配慮が明記されている6）。

◎‌ ‌50人未満の事業場向けのストレスチェッ
ク実施内容は？

50人未満の事業場は衛生委員会の設置義務や

図１　「精神障害の請求、決定及び支給決定件数の推
移」（参考文献２から引用）　

図２　「メンタルヘルス対策としての一次、二次、三
次予防の概念図」（参考文献10から引用）
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表１　「改正労働安全衛生法の概要」（参考文献３から引用）
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産業医の選任義務がなく体制が脆弱で実態も多様
なことから，実施体制・実施方法を一律に求める
ことは困難であり，国の検討会では事業場の規模
に即した現実的で実効性のある実施内容を求める
意見が出ている7）。特に10人未満等の小規模な事
業場についてはその実情を考慮するとしている。
今後，厚生労働省からそれらの実施体制や実施方
法について整理されたマニュアルが作成される見
込みである３）。

〈補足〉
‌‌ストレスチェック実施者としての歯科医師
の側面
　ストレスチェック実施者とはストレス
チェックを実施し，その結果を踏まえ，面
接指導の必要性を判断する者で，当初，産
業保健や精神保健に関する知識を持つ医
師，保健師，また必要な研修を修了した看
護師・精神保健福祉士の４職種であった。
その後，平成30年より必要な研修を修了し
た歯科医師・公認心理師が実施者の職種に
加えられた8）。歯科医師は国のメンタルヘル
ス対策を担う数少ない職種の一つとして期
待されている。しかし，ストレスチェック
実施者である歯科医師が自院の従業員に対
し，実施者としてストレスチェックを実施
できないことには留意が必要である。

◎おわりに

かつて筆者は日本歯科医師会主催の産業医学講
習会において，精神保健学の講師から「職場のメ
ンタルヘルスは愛と法律でできている」9） と学ん
だ。様々な臨床での経験を通じ，メンタルヘルス
対策をうまく言い表している言葉であったと今更
ながら実感している。

義務化まで準備期間があるので，今のうちから
メンタルヘルス対策にむけた院内の体制づくりを
無理のないところから始めておくことが大切であ
る。さらに言えば，今回のストレスチェック制度
義務化を受け身の「法令対応」にとどまらせるこ
となく，働き甲斐のある魅力的な職場づくりへ主
体的に取り組むことが期待されていると考える。
まずは情報源として下記のメンタルヘルス・ポー
タルサイトをご活用していただきたい。

また現在，（公社）日本産業衛生学会産業歯科
保健部会と（公社）日本歯科医師会との協創で日
歯会員にむけてメンタルヘルス，ストレスチェッ
クに関心を持っていただき，わかりやすくご理解
いただけるような「（仮）ストレスチェック制度
超活用入門」動画を鋭意作成中であり，近日，日
歯 HP に公開予定である。そちらの情報もぜひ参
考にしていただければ幸いである。
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